
 

〇三木市太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則 

令和 4 年 9 月 29 日 

規則第 24 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三木市太陽光発電施設の設置に関する条例（令和４年三

木市条例第１９号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（近隣関係者の範囲） 

第３条 条例第２条第６号の生活環境に影響を受けるおそれのある者として規

則で定める者は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業区域の境界から１０メートル以内の土地の所有権又は借地権（建

築物の所有を目的とする地上権又は賃借権（一時的に使用するために設

定されたことが明らかなものを除く。）をいう。）を有する者 

(2) 前号の土地に存する建築物について所有権、使用貸借による権利又は

賃借権を有する者 

(3) 地元自治会等（事業区域又は事業区域に隣接する土地を含む町又は字

の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成

された団体をいう。）に所属する者 

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

（施設基準） 

第４条 条例第８条第１項の施設基準は、別表第１に定めるとおりとする。 

（近隣関係者への説明に係る報告） 

第５条 条例第９条第３項の規定による報告は、近隣関係者説明実施報告

書（様式第１号）により行うものとする。 

（届出） 

第６条 条例第１１条第１項の規定による届出は、太陽光発電施設事業計画

届(様式第２号)により行うものとする。 

２ 前項の届出は、別表第２に掲げる図書を添付しなければならない。 

（変更の届出） 

第７条 条例第１２条第１項の規定による届出は、太陽光発電施設事業計画変

更届（様式第３号）により行うものとする。 

２ 前項の規定による届出書には、別表第３に定める図書を添付しなければな



らない。 

（軽微な変更等の届出） 

第８条 条例第１２条第１項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものと

する。 

(1) 条例第１１条第２項第１号に掲げる事項を変更しようとするとき。 

(2) 条例第１１条第２項第２号の規定により届け出た着手予定日を当該着

手予定日より後の日にする変更又は同号の完了予定日を変更しようとす

るとき。 

２ 前項に規定する変更をしようとするときは、変更後遅滞なく、その旨を太

陽光発電施設事業計画の軽微な変更届（様式第４号）により市長に届け出な

ければならない。 

３ 前項に規定する届出書には、別表第４に掲げる図書を添付しなければなら

ない。 

４ 第１項第１号の規定による変更をする場合は、当該変更後の設置者又は管

理者が届け出なければならない。 

５ 条例第１２条第４項の規定による近隣関係者への説明は、書面の配布又は

これに代わる方法により行うことができるものとし、同項の規定による市長

への報告は、第２項の規定による届出を当該報告とみなすことができるもの

とする。 

（完了の届出） 

第９条 条例第１３条の規定による届出は、太陽光発電施設設置工事完了

届（様式第５号）により行うものとする。 

２ 前項に規定する届出書には、別表第５に掲げる図書を添付しなければなら

ない。 

（廃止の届出） 

第１０条 条例第１４条の規定による届出は、太陽光発電施設廃止届（様式第

６号）により行うものとする。 

２ 前項に規定する届出書には、別表第６に定める図書を添付しなければなら

ない。 

（勧告） 

第１１条 条例第１７条第１項の規定による勧告は、勧告書（様式第７号）に

より行うものとする。 

（公表の方法） 

第１２条 条例第１７条第２項の規定による公表は、三木市公告式条例(昭和

２９年三木市条例第６号)第７条の規定による公告のほか、市ホームページ



への掲載等により行うものとする。 

（書類等の提出部数） 

第１３条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副２部を

提出しなければならない。 

（補則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

区分 基準 

１ 景観及び生活環境

の保全に関する事項 

 

(1) 太陽電池モジュールは、反射光が周辺環境

を害することのないよう、低反射なものを使用

するとともに、当該モジュールの位置及び傾斜

角度に十分配慮して設置すること。 

(2) 事業区域が住宅地等と隣接する場合、境界

部分については、必要に応じ遮蔽措置を行うこ

と。 

(3) 太陽光発電施設が近隣住民及び周辺環境に

騒音、振動その他の影響を与えないようその配

置及び構造について適切な措置を行うこと。 

(4) 事業区域に容易に立ち入れないよう柵等を

設置すること。 

(5) 感電事故等が起きないよう太陽電池モジュ

ールと柵等の間に適切な距離を確保すること。 

(6) 樹木の伐採は必要最小限とし、設置工事の

完了後において当該設置工事に着手する際、事

業区域内に現に存する森林等の面積のおおむね

２５パーセント以上の面積の森林等が事業区域

内に保全されていること。 

(7) 湖沼及びため池等の水面に設置する太陽光

発電施設にあっては、太陽電池モジュールの水

平投影面積の割合が当該水面の面積に対してお

おむね５０パーセント以下であること。 

２ 事故等の防止に関

する事項 

 

(1) 太陽光発電施設が設置される地盤の勾配

は、３０度以下であること。ただし、地盤調査

等によりその安定が確認できる場合は、この限

りでない。 

(2) 事業区域から土砂等が事業区域外へ流出し

ないよう措置を講じること。 



(3) 雨水等を有効に排水するための措置を講じ

ること。 

(4) 太陽光発電施設の異常を発見したとき及び

緊急時の連絡先を表示した標識を設置するこ

と。 

３ 維持及び管理に関

する事項 

 

 

(1) 事業区域からの建設残材の飛散や、雑草の

繁茂等による周辺環境への影響がないよう管理

に努めること。 

(2) 破損した太陽光発電施設を放置しないこ

と。 

４ 廃止後において行

う措置に関する事項 

(1) 太陽光発電施設の廃止後は、当該施設の撤

去までの期間において適切な維持管理を行うこ

と。 

(2) 太陽光発電施設の撤去及び処分に当たって

は、関係法令等を遵守し、太陽光発電施設の廃

止後速やかに行うこと。 

 

別表第２（第６条関係） 

図書の種類 縮尺等 明示すべき事項 

１ 設計説明書 

 

 

 

(1) 設置者及び管理者並びに土地所有

者の概要 

(2) 事業区域の概要 

(3) 設置工事の概要 

(4) 景観及び生活環境の保全に関する

事項 

(5) 事故等の防止に関する事項 

(6) 維持及び管理に関する事項 

(7) 廃止後において行う措置に関する

事項 

２ 位置図 1/2,500以上 (1) 方位 

(2) 事業区域の位置 

(3) 周辺の道路、市街地、集落地及び

主要公共施設の位置並びに名称 

(4) 関係法令に基づく規制区域等 

３ 現況図及び現

況写真 

(2)について

は、1/2,500

以上 

(1) 事業区域内及び事業区域周辺の状

況が分かるカラー写真 

(2) 現況写真との照合符号及び撮影方

向のわかる平面図 

４ 公図の写し  不動産登記法（平成１６年法律第１

２３号）第１４条第１項に規定する地

図又はこれに準ずる図面の写し（事業

区域並びにその隣接地の地番、地目、

地積、所有者の住所及び氏名等を記入



すること。） 

５ 土地登記簿謄

本 

 事業区域の土地登記簿謄本の写し 

（事業区域を賃貸借している場合は、こ

れに加えて権利関係が確認できるも

の。） 

６ 法人登記簿謄

本（法人以外の

場合は設置者の

住民票） 

  

７ 求積図 1/500以上 (1) 方位 

(2) 事業区域の面積の求積に必要な寸

法及び算式 

８ 土地利用計画

平面図 

1/1,000以上 (1) 方位 

(2) 事業区域の境界 

(3) 道路及び目標となる地物 

(4) 工作物の位置、形状、寸法及び色

彩 

(5) 事業区域内の植栽 

(6) 事業区域内の柵、塀、擁壁等の位

置及び形状 

(7) 柵及び塀から太陽電池モジュール

までの水平距離 

(8) 施設の設置完了時における土地の

形状 

(9)縦横断線の位置 

９ 土地利用計画

縦横断図 

1/1,000以上 (1) 方位 

(2) 事業区域の境界 

(3) 施設の完了時における土地の形状 

(4) 工作物の形状、高さ 

(5) 事業区域内の柵、塀、擁壁等の形

状及び高さ 

(6) 太陽電池モジュールの傾斜角度 

(7) 事業区域内の地盤の形状及び勾配 

(8) 縦横断線の位置 

10 完成予想カラ

ー図 

  

11 影響予想図  太陽電池モジュールの反射光による

周囲への影響予測範囲 

12 排水流域図 1/1,000以上 (1) 方位 

(2) 事業区域の境界 

(3) 集水系統のブロック別色分け 

(4) 地表水及び排水施設の水の流れの

方向 

(5) 流量計算書との照合符号 



(6) 放流先水路の水の流れの方向及び

位置並びに放流先水路(河川)の名称 

13 排水施設計画

図 

1/500以上。

ただし、(7)

については、

1/50以上 

(1) 方位 

(2) 事業区域の境界 

(3) 排水の区域界 

(4) 排水施設の位置、種類、材料、内

法寸法、勾配、水の流れの方向、吐

口の位置及び放流先水路（河川）の

名称 

(5) 流量計算書との照合符号 

(6) 放流先水路断面 

(7) 排水施設構造図等 

14 流量計算書  区域内の雨水排水に係る計算書 

15 造成計画平面

図 

1/1,000以上 (1) 方位 

(2) 事業区域の境界 

(3) 切土又は盛土（以下「切土等」と

いう。）を行う土地の位置及び形状 

(4) 切土等を行った後の地盤面の計画

高 

(5) 崖又は擁壁の位置 

(6) 法面保護の方法 

(7) 縦横断線の位置 

16 造成計画縦横

断図 

1/1,000以上 (1) 事業区域の境界 

(2) 切土等を行う前後の地盤面 

(3) 崖又は擁壁の位置 

(4) 法面保護の方法 

17 崖の断面図 1/50以上 (1) 崖の高さ、勾配及び土質 

(2) 切土等を行う前後の地盤面 

(3) 崖面の保護の方法 

18 擁壁の断面図 1/50以上 (1) 擁壁の寸法及び勾配 

(2) 擁壁の材料の種別及び寸法 

(3) 裏込めコンクリートの寸法 

(4) 透水層の位置及び寸法 

(5) 水抜穴の位置、材料及び内法寸法 

(6) 擁壁を設置する前後の地盤面 

(7) 基礎地盤の土質 

(8) 基礎ぐいの位置、材料及び寸法 

19 工作物の設計

図 

1/50以上 構造耐力上主要な部分である部材 

（接合部を含む。）の位置、寸法及び

構造方法並びに材料の種別及び寸法 

20 廃止後の利用

計画図 

1/1,000以上  廃止後において行う措置及び土地利

用に関する計画 

21 その他市長が  (1) 他法令に関する許可書等の写し等 



必要と認める書

類 

(2) 電気事業者による新エネルギー等

の利用に関する特別措置法（平成１４

年法律第６２号）に基づく再生エネル

ギー発電事業計画認定通知書 

 

別表第３（第７条関係） 

図書の種類 明示すべき事項 

１ 変更内容の分

かる図書 

(1) 事業区域の所在地及び面積の変更内容 

(2) 太陽光発電施設の出力の変更内容 

(3) その他市長が必要と認める事項に関する変更内容 

(4) 近隣関係者説明会実施報告書 

２ その他市長が

必要と認める書

類 

 

 

別表第４（第８条関係） 

図書の種類 明示すべき事項 

１ 変更内容の分

かる図書 

(1) 設置者の変更内容 

(2) 管理者の変更内容 

(3) 近隣関係者への説明に用いた書類（近隣関係者か

らの求めにより説明会等による説明を行った場合は、

当該書類に加えて近隣関係者説明実施報告書（様式第

１号）） 

２ その他市長が

必要と認める書

類 

 

 

別表第５（第９条関係） 

図書の種類 明示すべき事項 

１ 工事写真 設置工事の各工程の状況及び工事完了後の状況が分か

るカラー写真 

２ その他市長が

必要と認める書

類 

 

 

別表第６（第１０条関係） 

図書の種類 明示すべき事項 

１ 廃止前の現況

写真 

廃止前の事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かる

カラー写真 



２ 廃止後の措置

を示した平面図 

廃止後において行う措置に関する計画 

 

３ その他市長が

必要と認める書

類 

 

 


